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厚生労働科学研究費補助金 （食品の安全確保推進研究事業） 

 

令和２～４年度 総合研究報告書 

 

食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研究 

～蓄積検査結果の有効活用による検証～ 

 

研究代表者  小山内 暢  弘前大学大学院保健学研究科・助教 

研究要旨 

東京電力（株）（当時）福島第一原子力発電所事故（以下「原発事故」という。）

を受け、平成23年3月に設定された暫定規制値に続き、平成24年4月からは食品中の放

射性物質に関する現行の基準値（以下「基準値」という。）が適用されている（一般

食品の場合で100 Bq/kg）。この基準値を指標として、原子力災害対策本部で定めたガ

イドラインに基づき17都県を中心に地方自治体においてモニタリング検査が継続し

て行われている。原発事故から10年以上が経過した現在（平成24年4月から令和4年3

月）までに250万件を超えるモニタリング検査結果が蓄積されてきた。本研究では、当

該検査結果を有効活用し、基準値以内の検査結果群及びすべての検査結果群それぞれ

から放射能濃度を無作為抽出して食品摂取に係る内部被ばく線量を推定し、基準値の

設定や違反食品の流通制限といった規制の効果を検証した。 

 3カ年での本研究課題において、最終的には、平成24年度から令和3年度までの10年

間に採取・購入された試料を対象として検証を行った。また、段階的に、①地域住民

にとって多様な価値のある山菜の摂取量を考慮した検証、②食品の種類ごとの内部被

ばく線量への寄与割合の解析、さらに、③高摂取者の過小評価を防ぐために食品摂取

量に分布を仮定した検証といった新たな手法を試みた。厚生労働省が公表している食

品中の放射性物質の検査結果と食品摂取量を紐づけるために、検査結果での品目名（1

0年間で6,670品目）を国民健康・栄養調査における食品の98小分類に飲料水と山菜を

加えた合計100分類（山菜の摂取量を考慮しない場合は99分類）に対応させた。検査結

果から食品分類（全100種類）ごとに放射能濃度（セシウム134と137の合計値（Bq/kg））

の無作為抽出を10,000回繰り返し、各食品の年間摂取量（kg）及び半減期で加重平均

した経口摂取に係る内部被ばく線量係数（Sv/Bq）を乗じて全食品分種類分を合算し、

仮想10,000人分の内部被ばく線量として預託実効線量（mSv/年）を算出した。すべて

の検査結果、基準値以内の検査結果から抽出し算出した内部被ばく線量をそれぞれ、

「規制なし」（基準値設定や違反食品の流通制限がないものと仮定）、「規制あり」
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（基準値設定や違反食品の流通制限があり）の場合とした。 

 山菜の摂取量を考慮し、食品摂取量に分布を仮定した検証において、規制の有無に

かかわらず、内部被ばく線量の95パーセンタイル値（国際放射線防護委員会は95パー

センタイル値を「代表的個人」の線量とすることを提示している）は、各年度とも1 

mSv/年を下回った。平成24年度は規制効果が大きく、平成28年度以降は「規制あり」

と「規制なし」の内部被ばく線量に顕著な違いは認められなかった。内部被ばく線量

はおおよそ平成28年度まで減少し、その後は低値を示したまま一定であった。モニタ

リング検査結果において放射能濃度が高い食品の内部被ばく線量への寄与が必ずし

も大きいわけではなく、食品中の放射能濃度と内部被ばく線量（セシウム摂取量）に

は明らかな関係性は認められなかった。食品摂取に係る内部被ばく線量推定に当たっ

ては、試料中の放射能濃度だけでなく、食品摂取量も大きな要因であることが改めて

示された。 

 以上のように、保守的な仮定の上に立った、より精緻な検証においても、我が国に

おける食品中の放射性物質に関する規制は効果的であり、食の安全が確保されている

ことが確認できた。 
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研究分担者 

○ 工藤 幸清  弘前大学大学院保健

学研究科・教授 

○ 對馬 惠   弘前大学大学院保健

学研究科・講師 

○ 細川 翔太  弘前大学大学院保健

学研究科・助教 

 

研究協力者 

○野呂 朝夢祐 弘前大学大学院保健

学研究科・大学院生 

○平野 大介  弘前大学医学部保健

学科・学部生（当時） 

○三橋 誌織  弘前大学医学部保健

学科・学部生（当時） 

○木村 将乃助 弘前大学医学部保健

学科・学部生（当時） 

○三浦 茉友  弘前大学医学部保健

学科・学部生 

○田中 千尋  弘前大学医学部保健

学科・学部生 

 

Ａ．研究目的 

 平成 23年 3月 11日に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う東京電力（株）（当

時）福島第一原子力発電所事故（以下「原

発事故」という。）を受け、事故直後の

3 月 17 日に設定された暫定規制値に続

き、平成 24 年 4 月からは食品中の放射

性物質に関する現行の基準値（以下「基

準値」という。）が適用されている。暫

定規制値は年間の預託実効線量 5 mSv

を基に緊急的な措置として定められた

のに対して、基準値は長期的な状況に対

応するものとして薬事・食品衛生審議会

等での議論を経た上で、コーデックス委

員会が示す人工放射性核種に対する食

品由来の年間線量 1 mSv を基に定めら

れた。原発事故で放出されたとされてい

る放射性核種のうち、半減期が 1 年以上

の核種（セシウム 134、セシウム 137、

ストロンチウム 90、プルトニウム、ルテ

ニウム 106）を規制対象としているが、

セシウム以外の核種は測定に非常に煩

雑な処理が求められるため、測定が容易

な γ線放出核種であり、内部被ばく線量

への寄与が大きい放射性セシウムに代

表させた基準値が定められている。基準

値（セシウム 134 と 137 の合計値）とし

ては、飲料水 10 Bq/kg、牛乳 50 Bq/kg、

乳児用食品 50 Bq/kg、一般食品 100 Bq/kg

が定められている。 

本基準値を指標として、原子力災害対

策本部で定めたガイドラインに基づき

17 都県を中心に地方自治体においてモ

ニタリング検査が継続して実施されて

おり、基準値を超過した食品が流通しな

いように回収・廃棄や出荷制限といった

厳格な流通制限（以下「流通制限」とい

う。）の措置が取られている。モニタリ

ング検査結果は厚生労働省が取りまと

めてウェブサイト上で公開しており、平

成 24年 4月から令和 4年 3月までで 250

万件以上（厚生労働省公表資料を基に算

出）に及ぶ。 

本研究では、国が蓄積したモニタリン

グ検査結果を活用し、基準値設定や違反

食品の流通制限といった規制による線

量低減効果を検証した。基準値超えを含

むすべての検査結果（以下「すべての検

査結果」という。）と、基準値以内の検

査結果を用いて推定した預託実効線量
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をそれぞれ「規制なし」（基準値設定や

違反食品の流通制限がないものと仮定）、

「規制あり」（基準値設定や違反食品の

流通制限があり）とした。つまり、「規

制なし」の線量推定では、実際の現行規

制下で基準値超過に該当する検査結果

も含まれる場合がある。「規制なし」と

「規制あり」の場合の推定線量を比較し、

規制効果を検証した。 

各年度の研究においては、分担研究と

して、膨大なデータの効率的な整理方法

の構築、放射性セシウムに対する各年度

の線量係数の導出、放射性核種の半減期

の最新データを踏まえた現行規制の妥

当性の確認等を行いながら、段階を経て、

山菜の摂取量を考慮した検証、食品の種

類ごとの内部被ばく線量への寄与割合

の解析、さらに、食品摂取量に分布を仮

定した検証を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

1．対象期間・地域 

 3カ年研究で徐々に対象年度を拡大し、

最終的には、基準値適用 1 年目である平

成 24年度から令和 3年度の 10年間を対

象として検証を行った。年度は、試料の

採取日（購入日）によって区別した。モ

ニタリング検査結果は全国の結果を対

象とした。 

 

2．データ準備 

2-1 モニタリング検査結果 

 厚生労働省のウェブサイトから月ご

とに公表されている月別検査結果をダ

ウンロードし、採取日（購入日）によっ

て検査結果を年度別に再統合した。放射

能濃度（セシウム 134 と 137 の合計値

（Bq/kg））、採取日（購入日）が判別で

きないデータを削除し、採取日（購入日）

の表記フォーマットを統一してデータ

クリーニングを施した上でデータベー

スを作成した。 

 まず、各年度の検査結果の食品分類ご

との放射能濃度を解析した。なお、食品

分類としては、後に示すとおり、国民健

康・栄養調査が示す 98 小分類に飲料水

と山菜を加えた合計 100 分類を対象と

した。山菜の摂取量を考慮しない検証に

おいては、全 99 分類を対象として検証

を行った。 

 

2-2 食品摂取量 

 平成24年国民健康・栄養調査結果の

食品群別摂取量の平均値（男女20歳以

上）を用いた。国民健康・栄養調査で

は98の小分類（小分類番号1～98）ごと

に食品摂取量（g/日）が提示されてい

る。 

 また、令和4年度に実施した食品摂取

量に分布を仮定した内部被ばく線量推

定（山菜の摂取量も考慮し100分類を対

象とした）では、摂取量の平均値と標

準偏差を用い、単純モデルとして、正

規分布を仮定した食品摂取量の分布を

作成（仮想100,000人分の摂取量を算

出）した。この摂取量の中から無作為

抽出を10,000回繰り返し、内部被ばく

線量推定に用いた。 

 国民健康・栄養調査に含まれていな

い飲料水の摂取量は、基準値策定時の

想定と同様に2 L/日とした。また、令

和3年度以降の研究では、地域住民にと



 

5 

 

って多様な価値のある山菜の摂取量も

考慮し検証を行った。平成22年に実施

された「食品摂取頻度・摂取量調査の

特別集計業務」の報告書を基に山菜に

該当する食品の摂取量を集計し、7.67 

g/日を山菜の平均摂取量とした。 

 食品摂取量に分布を仮定した検証に

おいて、飲料水の摂取量については標

準偏差が利用できないため、摂取量に

分布は仮定せず、固定値（2 L/日）を

利用した。また、山菜の摂取量（7.67 

g/日）は、各山菜の平均摂取量の合計

値であるため標準偏差の情報はない

が、山菜の摂取量は個人差が大きいと

考えられるため、一般的な野菜類の摂

取量の平均値に対する標準偏差の比を

基に、山菜の摂取量の標準偏差を38 g/

日と決定し、摂取量の分布推定に用い

た。 

 

2-3 検査品目と食品分類の対応作業（デ

ータの効率的な整理方法の構築） 

モニタリング検査結果の品目名（平成

24 年度から令和 3 年度までの 10 年間で

6,670 品目）を、食品摂取量データにお

ける 100 分類（山菜の摂取量を考慮しな

い検証では 99 分類）に対応させる作業

を行った。その際に、事前準備としてプ

ログラミング処理等によってそれぞれ

の検査品目が該当する食品分類の候補

を半自動的に抽出することに作業の効

率化を図った。 

 

2-4 線量係数 

 経口摂取に係る内部被ばく線量係数

（Sv/Bq）は、国際放射線防護委員会

（International Commission on Radiological 

Protection: ICRP）による ICRP publication 

72が示す成人に対する値を用いた。成人

に対するセシウム 134 と 137 の線量係

数をそれぞれの物理学的半減期に基づ

いた減衰率で加重平均することにより、

各年度における放射性セシウム（セシウ

ム 134 と 137 の合計値）に対する線量係

数として線量計算に使用した。 

 令和 3 年度の分担研究においては、半

減期の改定に伴う内部被ばく線量推定

に及ぼす影響を検討した。 

 

3．データ収集・線量計算 

「規制あり」と「規制なし」の場合そ

れぞれで仮想 10,000 人の内部被ばく線

量（預託実効線量）を推定した。各年度

のモニタリング検査結果から食品分類

ごとに無作為抽出を 10,000 回繰り返し

た。検査結果の無作為抽出は、①すべて

の検査結果を用いた「規制なし」、②基

準値以内の検査結果を用いた「規制あり」

の場合それぞれで独立して行った。 

内部被ばく線量として、次式により、

年間の預託実効線量（mSv/年）を算出し

た。 

預託実効線量（mSv/年）

= 365.24・103・𝐷𝐶∑ 𝐼𝑖
100

𝑖=1
・𝐶𝑖 

ここで、 

DC ：物理学的半減期による残存率で

加重平均した各年度の放射性

セシウムの線量係数（Sv/Bq） 

Ii   ：無作為抽出された各食品分類の

食品摂取量（kg/日） 



 

6 

 

Ci  ：無作為抽出された各食品分類の

放射能濃度（セシウム 134 と

137 の合計値）（Bq/kg） 

である。また、この計算過程で得られる

セシウム摂取量（Bq/日）を食品分類ごと

に集計し、食品の種類ごとの内部被ばく

線量への寄与割合を解析した。 

 食品摂取量に分布を仮定した検証に

おいては、まず、仮想 100,000 人分の食

品摂取量からの無作為抽出を 100 食品

分類ごとに 10,000 回ずつ繰り返した。

各年度の内部被ばく線量計算には、この

無作為抽出で得られた同一のデータセ

ットを使用した。 

 

Ｃ．研究結果 

1．モニタリング検査結果の解析 

 各年度のモニタリング検査結果で、比

較的高濃度の傾向を示したのは、イノシ

シを含む「その他の畜肉」、野鳥を含む

「その他の鳥肉」、山菜、「きのこ類」、

「その他の生魚」であった（かぎ括弧内

は国民健康・栄養調査で小分類名であ

る）。 

 

2．内部被ばく線量 

 本研究課題の最終段階で実施した、食

品摂取量に分布を仮定した検証におい

て、仮想 10,000 人の内部被ばく線量の

中央値では、いずれの場合も 1 mSv/年を

下回り、「規制なし」と「規制あり」で

顕著な違いはみとめられなかった（違い

は最大 16%）。95 パーセンタイル値

（ICRP は、被ばく線量の 95 パーセンタ

イル値を「代表的個人」が受ける線量と

することを提唱している。ある集団の被

ばく線量の 95 パーセンタイル値が、採

用されている基準を下回っていれば、そ

の集団は防護されていると考える）では、

「規制なし」、「規制あり」の両者にお

いて、すべての年度で内部被ばく線量は

1 mSv/年を下回った。95 パーセンタイル

値では、平成 24 年度から平成 27 年度に

かけて、「規制あり」の内部被ばく線量

は「規制なし」と比較して 10%以上小さ

かった。その中で、平成 24 年度は「規

制あり」の内部被ばく線量が「規制なし」

に比べ 70%以上小さく、その違いが顕著

であった。平成 28 年度以降は、「規制

なし」と「規制あり」の内部被ばく線量

に大きな違いはなく、その差は 10%未満

であった。おおよそ平成 28 年度まで内

部被ばく線量は低下し、その後は低線量

のままで横ばいであった。 

 なお、令和 2 年度に実施した検証では、

福島県・宮城県の平成 24 年度規制効果

が全国よりも大きかったことが示され

ている。 

 また、令和 3 年度に実施した検証では、

山菜の摂取量を考慮した場合としない

場合の内部被ばく線量（「規制あり」の

場合）に顕著な違いなかった。「規制な

し」では、山菜の摂取量を考慮しない場

合の内部被ばく線量が、山菜の摂取量を

考慮した場合よりも軽度高値を示す例

があった。 

 

3．セシウム摂取量の内訳 

 「規制あり」での食品分類ごとの 1 日

当たりのセシウム摂取量（Bq/日）におい

て、顕著にセシウム摂取量が多い食品分

類はなかったが、飲料水、「米」、「茶」、
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「ビール」の摂取量がやや大きい場合が

あった。 

 

4．食品分類別の食品摂取量の内訳 

 食品摂取量に分布を仮定した検証に

おいて食品摂取量が大きかったのは、飲

料水、「茶」、「米」、「その他の嗜好

飲料」、「コーヒー・ココア」、「ビー

ル」であった。 

 

5．半減期の改定に伴う内部被ばく線量推

定に及ぼす影響 

最新データでは、セシウム134と137の半

減期はそれぞれ2.0652年と30.08年（アイソ

トープ手帳12版）であり、改定前のセシウ

ム134と137の半減期は2.0648年と30.167年

（アイソトープ手帳11版）であった。それ

ぞれの半減期によって加重平均した線量

係数（成人）に違いはなかった。年齢区分

によっては、値が軽度異なる場合があった

が、その違いは0.01％未満であり無視でき

るほどに小さかった。 

 

Ｄ．考察 

 モニタリング検査結果の放射能濃度

では、「その他の畜肉」、「その他の鳥

肉」、山菜、「きのこ類」、「その他の

生魚」の放射能濃度が、他の食品分類よ

りも比較的高値を示した。これらの食品

分類は栽培・飼育管理ができない食品を

含んでいるため、高値を示したと考えら

れる。 

 食品摂取による内部被ばく線量の 95

パーセンタイル値では、一部の年度で、

「規制あり」の内部被ばく線量が「規制

なし」よりも小さかった。平成 24 年度

は、「規制なし」と「規制あり」の違い

が顕著であった。事故後間もない時期に

比較的高い線量を受けたであろう人に

対して、食品規制が特に有効であったこ

とを示している。規制の有無に関わらず、

各年度の 95 パーセンタイル値は、現在

の基準値設定の根拠となっている 1 

mSv/年よりも大幅に低い値であった。前

述のとおり、ICRP は、95 パーセンタイ

ル値を「代表的個人」の線量としており、

95パーセンタイル値が基準値（今回の場

合は 1 mSv/年）を下回っていれば、その

集団は防護されていると考える。また、

山菜は、地元住民にとって多様な価値の

ある食材であるが、栽培管理が難しいこ

とが多く、比較的高濃度の放射性セシウ

ムを含むことがあるため、線量評価の対

象に含める意義は大きい。そこで、令和

3 年度の研究では、山菜の摂取量を考慮

した場合と考慮しない場合それぞれの

検証を行った。「規制あり」において、

山菜の摂取量を考慮した場合としない

場合で内部被ばく線量に顕著な違いは

なかったが、「規制なし」では、山菜の

摂取量を考慮しない場合の内部被ばく

線量が軽度高値を示す例があった。これ

は、山菜の摂取量を考慮しない場合、検

査結果の無作為抽出において、山菜の検

査結果が一般的な野菜としてピックア

ップされることに起因するものと考え

られた（山菜よりも一般的な野菜の摂取

量のほうが大きいため、内部被ばく線量

が過大評価される）。山菜の摂取量を考

慮すると、より精緻な線量評価が可能と

なるものと考える。このように、保守的

な仮定の上に立った、より精緻な検証に
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おいても原発事故後の食品の安全性は

十分に確保されていると考えられた。 

令和 4 年度は、食品摂取量に分布を仮

定することにより、高摂取者の内部被ば

く線量をより精緻に評価することがで

きたと考える。しかしながら、食品摂取

量は必ずしも正規分布に従うわけでは

ないため、本研究で用いた食品摂取量分

布は実際の分布と異なる可能性があり、

今後、別の分布を想定する必要があるか

もしれない。一方で、平均値のみを用い

た線量推定では、食品摂取量のばらつき

がまったく反映されないため、本研究で

実施した食品摂取量分布を用いた新し

い手法は十分に意義があるものと考え

る。 

モニタリング検査結果で放射能濃度

が中程度に高い食品は、主に「その他の

畜肉」、「その他の鳥肉」、山菜、「き

のこ類」であった。他方、セシウム摂取

量においては、飲料水、「米」、「茶」、

「ビール」の摂取量が大きい場合があっ

た。このように、食品中の放射能濃度と

セシウム摂取量には、明らかな相関関係

は認められなかった。特に、放射能濃度

では「その他の畜肉」が顕著に高かった

が、「その他の畜肉」のセシウム摂取量

は大きくなかった。食品摂取量に関して

は、飲料水、「茶」、「米」、種々の飲

料が大きな割合を占めた。従って、食品

中の放射能濃度だけでなく、その食品の

摂取量もセシウム摂取量に影響を与え

る大きな要因であることが確認できた。 

モニタリング検査では、その効率性を

考慮し比較的高い検出下限値が設定さ

れている。試験法では、検査の目的に応

じて検出下限値を 25 Bq/kg または基準

値の 5 分の 1 以下とすることが求めら

れている。一方で、マーケットバスケッ

ト調査では、モニタリング検査よりも大

幅に低い検出下限値（0.1 Bq/kg 程度）が

採用されている。したがって、本研究で

推定した内部被ばく線量は過大評価さ

れていると考えられる。しかしながら、

本研究のように、「規制なし」と「規制

あり」の内部被ばく線量を比較したり、

食品ごとの内部被ばく線量への寄与の

違いを明らかにしたりする場合は、同一

条件で線量推定が行われているため、こ

の点はさほど問題はないものと考える。

ただし、この方法で推定された内部被ば

く線量は、過大評価されている可能性が

あることに留意する必要がある。 

この研究には他にも限界がある。食材

の調理・加工（煮る、焼く、漬けるなど）

による放射性物質の含有量の変化は考

慮していない。また、食品摂取量の無作

為抽出は食品分類ごとに独立して行っ

たため、本研究では食品分類間の摂取量

の相関関係は反映されていない。また、

基準値は、ストロンチウム 90 などの放

射性セシウム以外の核種からの線量寄

与を考慮して設定されているが、本研究

では放射性セシウム以外の核種からの

内部被ばく線量を考慮できなかった。し

かし、実質的には、支配的な核種は放射

性セシウムであるため、推定内部被ばく

線量への影響はさほど大きくないもの

と考えられる。 

 

Ｅ．結論 

 本研究では、原発事故後の食品規制に
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よる長期的な内部被ばく線量低減効果

を検証した。食品摂取量に分布を仮定し

た高摂取者の内部被ばく線量を反映し

た推定においても、規制の有無にかかわ

らず、代表的個人の内部被ばく線量は1 

mSv/年（現行の基準値の設定根拠）を大

きく下回った。また、原発事故後の初期

に比較的高い線量を受けたであろう

人々に対して、食品規制が特に効果的で

あったことが示された。また、線量推定

に当たっては、食品中の放射能濃度だけ

ではなく、その食品の摂取量も重要な要

因であることが改めて示された。以上の

ように、より精緻で保守的な検証によっ

ても、原発事故後の食の安全性が確保さ

れていることが示された。 
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